
宇治市人事行政の運営等の状況報告書

　令和７年１１月

宇治市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条に基づき、宇治市人事
行政の運営の状況の概要及び宇治市公平委員会の業務の状況を報告します。

◎　宇治市人事行政の運営の状況

１　職員の競争試験及び選考の状況

２　職員の任免及び職員数に関する状況

３　職員の人事評価の状況
 
４　職員の給与の状況

５　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

６　職員の休業に関する状況

７　職員の分限及び懲戒処分の状況

８　職員の服務の状況

９　職員の退職管理の状況

１０　職員の研修の状況

１１　職員の福祉及び利益の保護の状況

◎　宇治市公平委員会の業務の状況

１　勤務条件に関する措置の要求の状況

２　不利益処分に関する審査請求の状況



◎　宇治市人事行政の運営の状況

１　職員の競争試験及び選考の状況

（１）職員採用試験の実施状況(令和6年度中）

6 R6.4.21 技師（土木） 10 9 4 2

6 R6.4.21 技師（化学） 9 6 1 1

7 R6.4.21 技師（電気） 5 2 1 0

7 R6.4.21 技師（機械） 4 2 1 1

6 4

7 7

7 R6.6.2 障害のある人を対象とした一般事務職 25 19 1 1

7 R6.8.25 技師（土木） 3 3 1 0

7 R6.8.25 技師（化学） 9 6 0 0

7 R6.8.25 技師（電気） 4 3 1 1

7 R6.10.27 技師（土木） 3 3 1 1

7 R6.10.27 技師（化学） 2 2 1 1

7 R6.10.27 技師（電気） 0 0 0 0

7 R7.1.26 技師（建築） 1 1 1 1

7 R7.2.2 一般事務職（福祉職） 5 3 0 0

7 R7.2.2 保育教諭 6 4 1 1

消防 7 R6.9.16 消防職 84 73 5 5

505 364 39 26

受験
者数

合格
者数

採用
者数

合　　　　　　　計

部局名
採用
年度

一次試験日 職種
申込
者数

市
長
部
局

R6.5.26 20228335一般事務職



２　職員の任免及び職員数に関する状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

対前年
令和６年度 令和７年度 増減数

 議　　会 10 10
 総　　務 187 189 2 業務体制の見直し、国勢調査実施に向けた取組の推進　ほか
 税　　務 70 69 △ 1 欠員不補充
 民　　生 289 292 3 業務体制の見直し、民生児童委員一斉改選に伴う業務量の増加　ほか
 衛　　生 124 123 △ 1 欠員不補充
 労　　働 2 2
 農林水産 16 16
 商　　工 18 17 △ 1 にぎわい創出事業終了に伴う業務量の減少

 土　　木 178 173 △ 5
道路整備に関する業務量の減少、都市計画マスタープラン、立地適正化
計画策定業務終了に伴う業務量の減少　ほか

 　 計 894 891 △ 3
157 149 △ 8 業務体制の見直し
213 210 △ 3 組織運営体制の見直し

1,264 1,250 △ 14 ＜参考＞　人口１,000人当たり職員数　6.99　人
 公会 59 62 3 欠員補充
 営計 34 33 △ 1 欠員不補充
 企部 51 51
 業門
 等 144 146 2

1,408 1,396 △ 12
[1,503] [1,503]

〔注〕・職員数は特別職を除く一般職に属する職員であり、再任用短時間勤務職員
　　　　（Ｒ6:8人、Ｒ7:8人）を除いたもの
　　　・休職者、派遣職員などを含み、会計年度任用職員を除いています
　　　・[     ]内は、条例定数の合計

下 水 道

教育部門
消防部門
小　　計
水　　道

小　　計

合　　　　計
　＜参考＞
　　人口１,000人当たり職員数　7.81　人

そ の 他

　　　　　　区　分
部　門

職員数
主  な  増  減  理  由

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門



（２）年齢別職員構成の状況（各年４月１日現在）

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

令和７年度 1 26 52 95 127 241 227 193 135 150 97 52 1,396

令和２年度 7 29 71 161 257 224 162 160 136 120 61 36 1,424
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（３）定員管理計画の数値目標及び進捗状況

①定員管理の数値目標

②定員管理計画の年次別進捗状況（各年4月1日現在） （単位　人）

4年度 5年度 6年度 7年度 合計

△ 1 △ 4 3 4 2

増　員 13 9 8 13 43

減　員 △ 14 △ 13 △ 5 △ 9 △ 41

△ 1 △ 1 △ 1 △ 7 △ 10

増　員 2 3 1 1 7

減　員 △ 3 △ 4 △ 2 △ 8 △ 17

△ 1 △ 2 △ 10 0 △ 13

増　員 0 1 0 1 2

減　員 △ 1 △ 3 △ 10 △ 1 △ 15

△ 3 △ 7 △ 8 △ 3 △ 21

増　員 15 13 9 15 52

減　員 △ 18 △ 20 △ 17 △ 18 △ 73 △21/△20 105.0%

【注】計画期間は令和4年度から令和7年度までの4年間です

計画に対する達成状況

教育

増　　減

公営企業
等会計

増　　減

合　計

増　　減

一般行政

増　　減

計画期間 数値目標

令和4年度～令和7年度 △20人



（４）採用及び退職の状況

①採用

計 男 女

一般事務 1 0 1
一般事務（福祉職） 3 0 3
保育士 2 0 2
技師（土木） 2 2 0

交流採用 一般事務 1 1 0
R6.7.1 新規採用 一般事務（福祉職） 1 0 1
R6.10.1 新規採用 一般事務 3 3 0
R6.12.1 新規採用 技師（土木） 1 1 0

技師（土木） 1 1 0
技師（機械） 1 1 0

R6.8.1 新規採用 技師（土木） 1 1 0
一般事務 1 0 1
技師（化学） 1 1 0

新規採用 一般事務 1 1 0
割愛採用 指導主事 3 2 1

消防 R6.4.1 新規採用 消防 9 7 2
32 21 11合計

R6.4.1

採用区分 職種
人　　　　数

教育

部局名 採用年月日

新規採用
R6.4.1

R6.4.1

R6.10.1

水道

新規採用

新規採用

市長
部局



②退職

計 男 女

R6.4.30 普通退職 一般事務（文化財） 1 0 1
R6.8.12 普通退職 一般事務 1 0 1
R7.1.31 普通退職 一般事務 1 1 0

事務 2 2 0
作業（環境） 1 1 0
保健師 1 0 1
技師（土木） 3 3 0
作業（土木） 1 1 0

特別希望退職 一般事務 2 1 1
一般事務 5 3 2
作業（調理） 1 1 0
保育士 1 0 1
保健師 1 0 1
技師（土木） 2 2 0
技師（土木） 2 2 0
一般事務 1 0 1

割愛退職 一般事務 1 1 0
監査 R7.3.31 定年退職 一般事務 1 0 1

R6.6.30 普通退職 一般事務 1 1 0
定年退職 技師（化学） 1 0 1
特別希望退職 技師（土木） 1 1 0
普通退職 技師（土木） 1 1 0

一般事務 1 1 0
作業（用務） 1 1 0

特別希望退職 作業（調理） 1 0 1
普通退職 養護教諭 1 0 1
割愛退職 指導主事 3 2 1
特別希望退職 消防 2 2 0
普通退職 消防 2 2 0

43 29 14合計

消防 R7.3.31

R7.3.31
水道

教育 R7.3.31

定年退職

人　　　　数

市長
部局

部局名 退職年月日 退職区分 職種

R7.3.31

帰任

定年退職

普通退職



３　職員の人事評価の状況
　（１）勤務成績の評定の状況（令和６年度中）

職員の能力開発、指導育成等に反映するなど、人材育成の視点や
実績を重視した人事管理を行うことを目的として、年１回実施しています。



４ 職員の給与の状況 

（１）総括 

① 職員給与の支払明細の例 

  

令和７年４月分給与として支払われた標準的な職務の職員の給与支払明細の例です。 

（単位：円） 

Ａ課長 

 年齢 49歳 （勤続 24年） 

 

 給料      425,376 

 地域手当     38,150 

 扶養手当     32,000 

 管理職手当    69,900 

 通勤手当      2,100 

 住居手当          0 

───────────── 

 （支給額計）  567,526 

 

 

 長期・短期掛金  75,339 

 介護掛金      4,187 

 市共済掛金     4,253 

 所得税      16,670 

 住民税      30,300 

───────────── 

 （控除額計）  130,749 

 

 

 差引支給額   436,777 

Ｂ係長 

 年齢 40歳 （勤続 15年） 

 

 給料      351,900 

 地域手当     26,523 

 扶養手当     27,000 

 時間外勤務手当  32,549 

 通勤手当        0 

 住居手当          0 

───────────── 

 （支給額計）  437,972 

 

 

 長期・短期掛金  62,546 

 介護掛金      3,476 

 市共済掛金     3,519 

 所得税      10,670 

 住民税      29,700 

───────────── 

 （控除額計）   109,911 

 

 

 差引支給額   328,061 

Ｃ主事 

 年齢 26歳 （勤続 4年） 

 

 給料      247,900 

 地域手当     17,353 

 扶養手当          0 

 時間外勤務手当  14,595 

 通勤手当      2,100 

 住居手当     28,000 

───────────── 

 （支給額計）  309,948 

 

 

 長期・短期掛金  45,488 

 介護掛金          0 

 市共済掛金     2,479 

 所得税       6,880 

 住民税      14,900 

───────────── 

 （控除額計）   69,747 

 

 

 差引支給額   240,201 

【注】長期・短期･介護掛金は民間事業従事者の厚生年金・健康・介護保険料に相当します 



 

② 人件費の状況（普通会計決算） 

年 度 

住民基本 

台帳人口 

(R7.1.1) 

歳 出 額 

(a)（千円） 

実質収支 

（千円） 

人 件 費 

(b)（千円） 

人件費率 

(b)/(a)×100 

(参考) 

5年度の 

人件費率 

6年度 179,582人 76,096,908 902,573 14,395,880 18.9 ％ 18.9 ％ 

 

③ 職員給与費の状況（普通会計決算） 

年 度 
職員数 

(ｱ)（人） 

給与費（千円） 1人当たりの 

給与費 

(ｲ)／(ｱ) （千円） 
給料 

期末･勤勉 

手当 

その他 

職員手当 
計(ｲ) 

6年度 1,264 5,269,273 2,445,123 1,353,107 9,067,503 7,174 

【注】職員数は６年４月１日現在の人数。職員手当には退職手当は含まれていません 

 

④ ラスパイレス指数（※１）の状況（各年４月１日現在） 

年 宇治市 類似団体平均（※２） 全国市平均 

令和 6年 100.8 99.6 98.6 

令和 5年 100.7 99.7 98.6 

令和 4年 101.7 99.9 98.7 

令和 3年 101.4 100.0 98.8 

【注】６年の地域手当補正後ラスパイレス指数も１００．８ 

（※１）  地方公共団体の職員構成が、国と同じであると仮定した場合に、国の給料額を１００として求められる数値 

（※２） 人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したもの 



（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 
 

① 職員の平均年齢、平均給料・給与月額（令和７年４月１日現在） 

区分 平均 

年齢 

（歳） 

平均給料 

月額（円）(※３) 

平均給与月額（円）(※４)  

 
(Ⅰ)地方公務員給与実

態調査の公表数値 

（Ⅱ）国との比較用に 

再計算した額 
 

一般行政職 42.6  342,487 441,770  401,986  

消防職 42.2  347,205 470,563  402,535   

企業職 43.6  335,672 424,829  392,027   

京都府の一般行政職（※５） 41.2 307,987 396,120 357,816  

国の一般行政職 41.9 332,237  414,480  

 

② 職員（技能労務職）の平均給与月額等と民間の類似職種の平均給与月額等の比較 

（令和７年４月１日現在） 

区分 
平均年齢 

（歳） 

平均給料 

月額 

（円）(※３) 

平均給与月額（円）（※４） 

年収（Ｂ） 

（千円）(※６) 

(Ⅰ)地方公務員

給与実態調査の

公表数値（Ａ） 

（Ⅱ）国との比較用

に再計算した額 

職

員 

技能労務職 48.6  355,085 

  

427,695  397,367  7,036.3 

 

 

うち清掃職員 47.8  356,707 

 
443,587  401,971  7,180.7 

 うち学校給食員 49.5  355,700 399,534  395,162  6,763.7 

うち用務員 
（学校・保育所） 

49.2  346,939 398,891  386,824  6,926.9 

区分 
平均年齢 

（歳） 

平均給与 

月額（Ｃ）

（千円） 

年収ベース 

（Ｄ）（千円） 

（※６） 

＜参考＞職員と民間との比較 

平均給与月額 

(A)/((C)*1000) 

年収 

(B)/(D) 

民

間 

廃棄物処理業従業員 47.7 314.9 4,376.3 1.41 

 

1.64 

 調理士 44.2 278.9 3,600.5 1.43 1.88 

用務員 49.1 244.8 3,297.3 1.63 2.10 

【注】民間データは、常用労働者（雇用期間１か月超・パートタイムを含む）が５人以上の事業所を対象とした賃金構造

基本統計調査の令和３～５年の平均の数値であり、職員と民間の比較は、年齢、業務内容、雇用形態などの点において、

完全に一致しているものではありません 

（※３）令和７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均 

（※４）毎月支払われる給料と諸手当の額を合計したもの 

（Ⅰ）扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当など、毎月支払われるすべての諸手当を含めた額 

（Ⅱ）国家公務員の平均給与月額は時間外勤務手当、特殊勤務手当等を含めずに公表されているため、比較用に再計算し

た額 

（※５）京都府の一般行政職は、令和６年４月１日現在の数値 

（※６）（Ａ）または（Ｃ）を１２倍したものに、前年度に支給された期末・勤勉手当（年間賞与）の各職種ごとの平均

支給額を加えた試算値 

 

③ 職員の初任給（令和７年４月１日現在） （単位：百円） 

区分 本市 京都府（一般行政職） 国(一般行政職) 

一般行政職 
大 学 卒 2,285 2,285 2,200 

高 校 卒 2,036 1,970 1,880 

 

 

 

 



 

④ 職員の平均給料月額（経験年数・学歴別）（令和７年４月１日現在）（単位：百円） 

経験年数  

 区分 

10年以上 

15年未満 

15年以上 

20年未満 

20年以上 

25年未満 

一般行政職 
大学卒 2,967 3,308 3,734 

高校卒 2,602 3,112 3,417 

 



 

（３）一般行政職の級別職員数等の状況 

 

 

① 一般行政職の級別の職員数と構成比（令和７年４月１日現在） 

区分 
標準的な職務内容 

（※７） 

職員数 

（※８） 
構成比 

1級 主事、技師      14人   2.2％ 

2級 主事、技師     50人   7.7％ 

3級 主任     102人   15.8％ 

4級 係長、主査      246人    38.1％ 

5級 課長補佐、係長     81人   12.5％ 

6級 副課長      71人   11.0％ 

7級 副部長、参事、課長      69人    10.7％ 

8級 部長      13人    2.0％ 

（※７）標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務のこと 

（※８）本市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数。再任用職員を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４） 職員の手当の状況  

 

① 期末手当・勤勉手当（令和７年４月１日現在） 

区分 

６年度支給割合 
(  )内は、再任用職員 

職制上の段階、職務の級等に 

よる加算措置 

６年度の 

1人当たり 

平均支給額 

期末手当 勤勉手当 役職加算 管理職加算 期末・勤勉手当

の合計 

本市 2.5（1.4）月分 2.1（1.025）月分 5～16％ 3～15％ 1,884千円 

京都府 2.5（1.4）月分 2.1（1.025）月分 5～20％ 10～20％  

国 2.5（1.4）月分 2.1（1.025）月分 5～20％                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10～25％  

 

 

② 退職手当（令和７年４月１日現在） 

区分 
本市 国 

自己都合 定年等 自己都合 定年等 

勤続 20年 19.6695月分 24.586875月分 19.6695月分 24.586875月分 

勤続 25年 28.0395月分 33.27075月分 28.0395月分 33.27075月分 

勤続 35年 39.7575月分 47.709月分 39.7575月分 47.709月分 

最高限度 47.709月分 47.709月分 47.709月分 47.709月分 

その他の 

加算措置 

定年前早期退職特例措置（3～30％加算） 

退職手当の調整額（退職前 60月の在職期間の

在級区分により調整額を加算） 

定年前早期退職特例措置（2～45％加算） 

退職手当の調整額（退職前 60月の在職 

期間の在級区分により調整額を加算） 

1人当たりの平均

支給額（※９） 
2,418千円 23,503千円   

（※９）１人当たりの平均支給額は、６年度に自己都合、定年・特別希望・勧奨で退職した職員（全職種）に支給された

平均額 

 

 

③ 地域手当（令和７年４月１日現在） 

  支給実績（６年度決算）    350,281千円 

   支給職員 1人当たりの平均支給年額      264,963円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 

市全域 7％（国と同じ） 1,322人 

   

  

④ 時間外勤務手当 

 支給実績（6年度決算） 356,399千円 

 職員 1人当たりの平均支給年額 319,068円 

 支給実績（5年度決算） 350,357千円 

 職員 1人当たりの平均支給年額 313,659円 

 

 

 

 

 

 



⑤ 特殊勤務手当 

 支給実績（6年度決算） 30,197千円  

 
支給職員 1人当たりの平均 92,629円  

職員全体に占める手当支給 24.7％  

 手当の種類（手当数） 12種  

   

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対する 

支給単価 

地方税等の共同徴収事務

従事手当 

京都地方税機構に派遣され地

方税又は国民健康保険料の徴

収業務に従事する職員 

地方税又は国民健康保険料の徴収

業務 
月額 1,200円 

感染症等の防疫作業従事

手当 

感染症等の防疫作業に従事し

た職員 

感染症の患者等の救護、家畜伝染病

にかかっている家畜等の隔離、病原

体に汚染された物件の消毒等 

1回 500円 

行旅病人等の救護等従事

手当 

行旅病人等の収容及び護送に

従事した職員 
行旅病人等の収容及び護送 

死亡者 1回 1,000円 

その他 1回 500円 

ごみ収集作業等従事手当 
ごみ収集作業等に従事した職

員 
ごみ収集作業等 

1日 600円（特別収集期間は

1時間 600円） 

生活保護のケースワーク

業務従事手当 

生活保護のケースワークに従

事する職員 
生活保護のケースワーク業務 月額 3,000円 

消防職員火災出動手当 消防職員 
火災等発生により出場し、消火作業

等に従事したとき 
1回 300円 

消防職員救急出動手当 消防職員 救急業務により出場したとき 
救急救命士 1回 400円 

その他   1回 300円 

消防職員機関員手当 消防職員 緊急車両の運転に従事したとき 
大型車 1当務 300円 

普通車 1当務 200円 

消防職員高所作業手当 消防職員 

地上 10メートル以上の足場の不安

定な箇所で救助活動又は救助訓練

等を実施したとき 

1当務 200円 

災害応急作業等従事手当 
重大な災害下における救助や

被災者支援等に従事した職員 

重大な災害下における救助活動や

避難所運営等 

1日 840円（著しく危険と認

められる場合 1,680円） 

道路の維持補修業務従事

手当 

道路の維持補修業務に従事し

た職員 
道路の維持補修業務 1日 400円 

下水道管路清掃点検従事

手当 
企業職員 

下水道管路の清掃又は点検の作業

に従事したとき 
1日 500円 

【注】特殊勤務手当とは、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務、その他の著しく特殊な勤務で、給与上の特別の

考慮を必要とするが、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員にその勤務の特殊

性に応じて支給される手当のこと 

 

 



 

⑥ その他の手当（令和７年４月１日現在） 

手当の 

名称 
内容及び支給単価 

国の制度との異同と 

その内容 

支給実績 

6年度 

決算 

 

支給職員 

1人当たりの

平均支給額 

扶養 

手当 

配偶者（扶養手当対象の子あり）   9,000円 

配偶者（扶養手当対象の子なし）   9,500円 

子                         9,000円 

父母等                            6,500円 

配偶者のない職員の子 1人目    10,000円 

配偶者のない職員の父母等 1人目   8,000円 

＜異なる＞  

配偶者           3,000円 

子       11,500円 

 

 

 

173,265

千円 
249,303円 

住居 

手当 

借家・借間最高支給限度額     30,000円 

住居手当が支給されない 

借家・借間の家賃額  12,000円以下 

 

＜異なる＞ 

借家・借間最高支給限度額 

           28,000円 

住居手当が支給されない借家・

借間の家賃額 

16,000円以下 

 

 

 86,768

千円 
313,242円 

通勤 

手当 

通勤距離が 2キロ以上の職員に支給 

交通機関利用者は 6か月定期代で支給 

交通用具利用者は距離に応じて支給  

月額支給限度額         55,000円 

＜異なる＞ 

交通用具利用者の通勤距離に応

じての支給額が異なる。 

（交通用具利用者の用具の区分

は分かれていない。） 

 

102,803

千円 
95,364円 

管理職

手当 

管理職の職務・職責に応じ、役職別に定額で支

給 

54,300円～102,400円 

 

＜支給額が異なる＞ 

46,300円～130,300円 166,916

千円 
814,226円 

休日 

勤務 

手当 

祝日法による休日等において勤務した場合 時

間単価×135／100 

同じ 

 112,987

千円 
316,367円 

夜間 

勤務 

手当 

正規の勤務時間として深夜（午後 10時から翌日

午前 5時までの間）に勤務することを命ぜられ、

現に勤務した場合、その間に勤務した全時間に

対して支給  時間単価×25／100 

同じ 

 20,102

千円 
114,214円 

管理職

員特別

勤務手

当 

管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の

運営の必要により勤務した場合に支給 

 

週休日又は休日に 4 時間を超える勤務をした場

合 

6,000円～10,000円 

勤務時間が 8時間超の場合は単価×150／100 

 

平日深夜に 1時間を超える勤務をした場合 

3,000円～5,000円 

＜異なる＞ 

勤務時間が 1 時間以上の場合に

支給 

 

  3,069

千円 
26,005円 

単身赴

任手当 

異動等により従前の住居から異動後の部署に通

勤することが困難なため、やむを得ない事情に

より同居していた配偶者と別居して職員が単身

で転居し、生活する場合に支給 

30,000円に職員と配偶者の住居間の距離に応じ

て加算を行った額 

同じ 

0千円 0円 

【注】時間外勤務手当・休日勤務手当について、１２月２９日から翌年１月３日の間は時間単価×１５０／１００で支給

しています 

 

 



 

（５） 特別職等の報酬等の状況（令和７年４月１日現在） 

 

区分 

年間支給額 給料月額 期末手当  

  減額前 減額後(※１０)    

C×12 月＋D   
Ｂ－B×(※１０の

減額率) 

（B+加算額(※１

１)）×3.45 月 
 

A B C D  

市長 16,660,650 円 1,090,000 円 981,000 円 4,888,650 円  

副市長 14,127,750 円 910,000 円 837,200 円 4,081,350 円  

教育長 12,516,000 円 800,000 円 744,000 円 3,588,000 円  

      

区分 

任期 
退職手当 任期内収入 

支給割合 支給額 総収入 1 年あたり 

年数 
 

年支給率  

給料月額×任期

（年）×年支給率 

年間支給額× 

任期（年）＋ 

退職手当 

 

任期内総収入÷ 

任期（年） 

   B×E×F A×E＋G  H/Ｅ 

E F G H I 

市長 4 年 390/100 17,004,000 円 83,646,600 円 20,911,650 円 

副市長 4 年 280/100 10,192,000 円 66,703,000 円 16,675,750 円 

教育長 3 年 225/100 5,400,000 円 42,948,000 円 14,316,000 円 

      

区分 

年間支給額 報酬月額 期末手当   

K×12 月＋L   
（K+加算額(※１

１)）×3.45 月 
  

J K L   

議長 10,632,825 円 645,000 円 2,892,825 円   

副議長 9,808,575 円 595,000 円 2,668,575 円   

議員 8,984,325 円 545,000 円 2,444,325 円   

 
【注】市長・副市長・教育長（以下、市長等）には、このほか、通勤手当（一般職と同じ）が支給され

ます。市長等及び市議会議員の給料月額等は、市長が特別職報酬等審議会に諮問し、同審議会の答申を

基に議会の議決を経て改定されます。  

（※１０）平成３０年４月１日～当分の間、市長の給料を１０％減額、副市長の給料を８％減額、教育

長の給料を７％減額としています。  

（※１１）期末手当の基礎額に算入している加算額は、国の内閣総理大臣などの特別職及び国会議員そ

の他の地方公共団体においても規定されており、本市においてはその率を３０％としています。  

 



５　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）一般的な勤務時間の状況（令和７年４月１日現在）

１週間の勤務時間

１日の勤務時間

始業時刻

終業時刻

休憩時間

週休日

休　日

　※　特別の勤務に従事する職員については別途定めています。

（２）年次休暇取得状況（令和６年度中）

総付与日数
(日）

総取得日数
(日）

全対象職員数
(人）

平均取得日数
(日）

消化率
（％）

23,165.0 10,660.9 629 16.9 46.0%

　（注）１　年次休暇は、１年度につき２０日（新規採用職員については、採用月別の基準による日
　　　　　数）付与され、取得しなかった日数は翌年に繰り越すことができます。
　　　　２　全対象職員とは、４月１日から３月３１日までの全期間在職した一般職員（非現業の
　　　　　一般職に属する職員のうち、市長部局に勤務する職員で、月曜日から金曜日の午前８時３
　　　　　０分から午後５時１５分まで勤務する職員）であり、当該期間内の途中採用者及び退職者
　　　　　並びに育児休業取得者等を除いています。

国民の祝日に関する法律に規定する休日
１月２日、３日及び１２月２９日から３１日まで

３８時間４５分

７時間４５分

午前８時３０分

午後５時１５分

正午～午後１時

　勤務時間を割り振らない日
（日曜日及び土曜日）



（３）特別休暇の状況（令和７年４月１日現在）

種　　類 日　数　等

服喪休暇 続柄により1～10日以内

結婚休暇 8日以内

出生サポート休暇
不妊治療に係る通院等のため、勤務しないことが相当であると認められる場合、
6日以内
体外受精や顕微授精を行う場合は10日以内

生理休暇 執務困難のとき、毎潮3日以内

産前休暇 出産予定日を含む8週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内

産後休暇 出産日の翌日から8週間以内

妊娠障害休暇 必要と認められる期間（最大で3週間）

妊婦の通院休暇
定期的に通院する必要のあるとき、4週間につき1日
妊娠満24週以上の場合は、医者が必要と認めた場合

妊婦の時間短縮休暇
出勤及び退庁のとき、それぞれ30分
通勤時間等の関係からやむを得ないと認められる者は１日１回60分以内

男性職員の育児参加及び
配偶者の出産に係る休暇

配偶者が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまで
の子の養育等を行うとき、出産予定日を含む8週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から産後１年を経過する日までの期間において8日以内

育児休暇
生後満1年に達しない子を育てるとき、1日2回それぞれ45分
通勤時間等の関係からやむを得ないと認められる者は１日１回90分以内

ファミリーサポート休暇

①子を看護する場合
②子が受ける予防接種、健康診断又は健康診査への付添いの場合
③子が在籍し又は在籍することとなる学校等が実施する行事に出席する場合
④保育所等入所時の慣らし保育期間中における受入時間外に子の保育をする場合
⑤感染症に伴う学級閉鎖等による子の世話をする場合
子が未就学児の場合8日以内、小学生の場合7日以内、中学生の場合5日以内

短期介護休暇
配偶者等の家族の介護その他の世話をする必要が生じた場合、要介護者1人・要
介護状態1回・1休暇年度につき10日以内

父母の祭忌の休暇 1休暇年度につき1日以内

夏季休暇 5日以内

ドナー休暇
骨髄バンクへの登録又は骨髄若しくは末梢血管細胞を提供する場合等、必要と認
められる期間

ボランティア休暇 自発的かつ報酬を得ないで社会貢献活動を行う場合、１休暇年度につき5日以内

傷病休暇
公務上又は通勤による負傷若しくは疾病の場合、必要と認められる期間
公務外の結核性疾患の場合、1年以内
公務外の負傷又は結核性疾患以外の疾病の場合、6月以内

①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通遮断等に
より勤務が不可能となった場合
②風水震火災その他非常災害によりり災し、又は交通遮断等不可抗力の原因によ
り勤務が不可能となった場合
③裁判員・証人・鑑定人・参考人等として官公署へ出頭する場合
④選挙権その他公民としての権利を行使する場合

その他の休暇



（４）介護休暇の取得状況（令和６年度中）

①承認期間別

１月以
下

１月超
２月以
下

２月超
３月以
下

３月超
４月以
下

４月超
５月以
下

５月超

男性職員 2 1 1 0 0 0 0

女性職員 2 0 0 0 1 0 1

計 4 1 1 0 1 0 1

男性職員 0 0 0 0 0 0 0

女性職員 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0

男性職員 0 0 0 0 0 0 0

女性職員 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0

男性職員 0 0 0 0 0 0 0

女性職員 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0

男性職員 2 1 1 0 0 0 0

女性職員 2 0 0 0 1 0 1

計 4 1 1 0 1 0 1

②要介護者（職員との続柄）別

配偶者 父母 子
配偶者
の父母

祖父母
兄弟姉
妹

孫 その他

男性職員 2 1 1 0 0 0 0 0 0

女性職員 2 0 1 1 0 0 0 0 0

計 4 1 2 1 0 0 0 0 0

男性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0

女性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

男性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0

女性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

男性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0

女性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

男性職員 2 1 1 0 0 0 0 0 0

女性職員 2 0 1 1 0 0 0 0 0

計 4 1 2 1 0 0 0 0 0

水　　道

教　　育

消　　防

合　　計

消　　防

合　　計

部　局　名　等
取得者
数

要介護者の続柄

市長部局等

部　局　名　等
取得者
数

承　認　期　間

市長部局等

水　　道

教　　育



６　職員の休業に関する状況
（１）育児休業及び部分休業の取得状況（令和６年度中）

①育児休業

３月以下
３月超

６月以下
６月超

９月以下
９月超

１年以下
１年超

２年以下
２年超

男性職員 26 1 14 5 3 4 0 0

女性職員 33 18 0 1 1 6 17 8

計 59 19 14 6 4 10 17 8

男性職員 2 1 1 0 0 1 0 0

女性職員 1 1 0 0 0 0 1 0

計 3 2 1 0 0 1 1 0

男性職員 1 0 1 0 0 0 0 0

女性職員 4 2 0 0 0 0 4 0

計 5 2 1 0 0 0 4 0

男性職員 2 0 2 0 0 0 0 0

女性職員 0 0 0 0 0 0 0 0

計 2 0 2 0 0 0 0 0

男性職員 31 2 18 5 3 5 0 0

女性職員 38 21 0 1 1 6 22 8

計 69 23 18 6 4 11 22 8

　（注）　取得者数は延べ人数です。

②部分休業

３月以下
３月超

６月以下
６月超

９月以下
９月超

１年以下
１年超

２年以下
２年超

男性職員 2 0 0 0 0 0 0 2

女性職員 20 0 0 2 1 11 2 4

計 22 0 0 2 1 11 2 6

男性職員 1 0 0 0 0 0 0 1

女性職員 0 0 0 0 0 0 0 0

計 1 0 0 0 0 0 0 1

男性職員 1 0 0 0 0 1 0 0

女性職員 3 0 0 0 0 2 0 1

計 4 0 0 0 0 3 0 1

男性職員 0 0 0 0 0 0 0 0

女性職員 1 1 0 0 0 0 0 1

計 1 1 0 0 0 0 0 1

男性職員 4 0 0 0 0 1 0 3

女性職員 24 1 0 2 1 13 2 6

計 28 1 0 2 1 14 2 9

承　認　期　間

市長部局等

水　　道

教　　育

消　　防

取得者数

前年より
引き続き
取得して
いる者

合　　計

教　　育

消　　防

合　　計

部　 局　 名　 等

水　　道

部　 局　 名　 等 取得者数

前年より
引き続き
取得して
いる者

承　認　期　間

市長部局等



７　職員の分限及び懲戒処分の状況
（１）分限処分及び懲戒処分の種類及び件数（令和６年度中）

①分限処分

計
勤務実績が良
くない場合

心身の故障の場
合

職に必要な適格
性を欠く場合

定数の改廃等に
より廃職又は過
員を生じた場合

刑事事件に関
し起訴された

場合

降　任 0 0 0 0 0 0
免　職 0 0 0 0 0 0
休　職 43 0 43 0 0 0
降　給 0 0 0 0 0 0
降　任 0 0 0 0 0 0
免　職 0 0 0 0 0 0
休　職 5 0 5 0 0 0
降　給 0 0 0 0 0 0
降　任 0 0 0 0 0 0
免　職 0 0 0 0 0 0
休　職 10 0 10 0 0 0
降　給 0 0 0 0 0 0
降　任 0 0 0 0 0 0
免　職 0 0 0 0 0 0
休　職 0 0 0 0 0 0
降　給 0 0 0 0 0 0
降　任 0 0 0 0 0 0
免　職 0 0 0 0 0 0
休　職 58 0 58 0 0 0
降　給 0 0 0 0 0 0

②懲戒処分

計
法令に違反し

た場合

職務上の義務に
違反し又は職務
を怠った場合

全体の奉仕者た
るにふさわしく
ない非行のあっ

た場合

戒　告 0 0 0 0
減　給 1 0 0 1
停　職 0 0 0 0
免　職 0 0 0 0
戒　告 0 0 0 0
減　給 0 0 0 0
停　職 0 0 0 0
免　職 0 0 0 0
戒　告 1 0 0 1
減　給 0 0 0 0
停　職 1 0 0 1
免　職 0 0 0 0
戒　告 0 0 0 0
減　給 0 0 0 0
停　職 0 0 0 0
免　職 0 0 0 0
戒　告 1 0 0 1
減　給 1 0 0 1
停　職 1 0 0 1
免　職 0 0 0 0

種　　類

処 分 事 由 及 び 件 数

市長部局等

部局名 種　　類

処 分 事 由 及 び 件 数

市長部局等

水　道

教　育

水　道

教　育

消　防

合　計

消　防

合　計

部局名



８　職員の服務の状況

（１）職務に専念する義務の免除の状況（令和７年４月１日現在）

　（注）　任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、必要と認められる期間につい

　　　　て職務に専念する義務を免除されることができます。

（２）営利企業従事許可の件数及び内容（令和６年度中）

部　局　名 許可件数

市長部局 10

上下水道 2

教育 24

消防 3

合計 39 件

お茶摘み

サッカーの審判ボランティア、消防団

Ｊリーグ審判員、スポーツ推進委員、空手道指導、講演、講義、審査員、
ワークショップ

地方公務員法第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

地方公務員法第49条の2の規定による不利益処分の不服申し立てをし、及びその審理に出頭する場合

他の機関又は団体から委嘱を受け、講演、講義等を行う場合で任命権者が必要があると認めるもの

市の慶弔に属する事務に、任命権者の命により従事する場合

その他市長が特に認めた場合

任命権者の承認を得て本務以外の職を兼務する者が、その職に属する事務を行う場合

内　　　　　容

市政協力委員、農業、陸上指導、卓球指導、部活動外部指導、お茶摘み

深夜または徹夜の時間外勤務者に対する休養時間

内　容　等

研修を受ける場合

厚生に関する計画の実施に参加する場合

地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合



９　職員の退職管理の状況
（１）再就職情報の管理の状況

宇治市職員の退職管理に関する規則（平成２８年４月１日施行）に基づいて、
営利企業等に再就職した元職員に対し、退職後２年間は、離職前の職務に関し
て、現職職員等への働きかけを禁止しています。



１０　職員の研修の状況

（１）職員研修の体系（令和７年度）

特別研修

安全運転研修

イノベーションリーダー研修

おもてなし研修

デジタル人材育成研修

伝わる広報研修会

男女共同参画研修

新任庶務担当者研修

選択研修

メンタルヘルス研修

人権研修

茶摘み体験研修

自己啓発 自己啓発研修助成

自治体法務検定

課長・副課長研修

政策立案プログラム

職場研修

職場外研修 基本研修 新規採用職員研修

新規採用職員第２次研修

初級職員研修

中級職員研修

新任監督者研修

新任管理職研修

その他派遣研修

市長とAfternoonTeaミーティング

個人情報保護研修

チーム型政策研究プログラム

派遣研修

全国市町村国際文化研修所

京都府市町村振興協会

市町村職員中央研修所



（２）職員研修の実施状況（令和６年度中）

【１】＜基本研修＞

【２】＜特別研修＞

【３】＜職場研修＞

（６）教育部職員研修

（７）消防職員研修

153人 

155人 

小計 1,094人 

（５）上下水道部職員研修 8人 

（８）プロジェクトチームにおける職場研修 106人 

（２）こども福祉課職員研修 45人 

（３）保育所職員研修 170人 

（４）技術職員研修 404人 

小計 1,834人 

研修名 受研者数

（１）福祉こども部及び健康長寿部合同部内研修 53人 

（13）イノベーションリーダー研修 13人 

（14）戦略的広報研修 286人 

（15）デジタル人材育成研修 212人 

（10）健康管理研修 184人 

（11）京都府市町村職員共済組合主催研修 99人 

（12）チーム型政策研究プログラム 12人 

（７）安全運転研修 33人 

（８）選択研修 189人 

（９）メンタルヘルス研修 200人 

（４）男女共同参画研修 62人 

（５）個人情報保護研修 233人 

（６）新任庶務担当者研修 44人 

研修名 受研者数

（１）人権研修 245人 

（３）市長とAfternoonTeaミーティング 12人 

（６）新任管理職研修 12人 

（７）課長・副課長研修 71人 

小計 229人 

（２）茶摘み体験研修 10人 

（３）初級職員研修 24人 

（４）中級職員研修 50人 

（５）新任監督者研修 22人 

研修名 受研者数

（１）新規採用職員研修 28人 

（２）新規採用職員第２次研修 22人 



【４】＜自己啓発＞

【５】＜派遣研修＞

合計

合計 3,212人 

【３】職場研修 1,094人 

【４】自己啓発 5人 

【５】派遣研修 50人 

研修名 受研者数

【１】基本研修 229人 

【２】特別研修 1,834人 

（３）京都府 9人 

（４）各課実務研修 -

小計 50人 

研修名 受研者数

（１）京都府市町村振興協会 40人 

（２）全国市町村国際文化研修所（国際文化アカデミー） 1人 

（２）通信教育講座 -

（３）自治体法務検定 5人 

小計 5人 

研修名 受研者数

（１）自己啓発研修 -



１１　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）福利厚生事業の状況（令和６年度）

　　　市職員共済組合に補助金を交付し、市職員共済組合により福利厚生事業が実施されています。

区　分

決算額

◎人間ドック助成　◎福利厚生外部委託 ◎結婚祝金 ◎出産祝金

◎文化芸術補助　など ◎傷病見舞金 ◎弔慰金　など

（２）公務災害及び通勤災害の状況

①認定件数（令和６年度中）

計 公務災害 通勤災害

市長部局等 10 8 2

水道 0

教育 4 3 1

消防 1 1

合計 15 12 3

②地方公務員災害補償基金負担金（令和６年度確定負担金）

人数

161

215

95

85

865

1,421

（３）措置要求及び審査請求の状況（令和６年度中）
　　　職員の権利は、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求の制度に
　　より保護されています。これらの制度の状況は、「宇治市公平委員会の業務の状況」のとお
　　りです。

その他職員

　合　計

1,063,900円

2,614,735円

6,477,491円

15,474,545円

4,091,142円

33,953,512円

認　定　件　数
部　局　名

電気・ガス・水道事業職員

清掃事業職員

義務教育学校職員以外の教育職員

消防職員

職　　員　　区　　分

元気回復・保健事業
（市の負担）

給付事業
（職員の掛金）

59,957,274円

内　容

確定負担金

1,227,277円



◎　宇治市公平委員会の業務の状況

１　勤務条件に関する措置の要求の状況（令和６年度中）
　　　該当なし

２　不利益処分に関する審査請求の状況（令和６年度中）

新規
前年度から
の繰越し

計

0 0 0

審査請求却下 0 0 0

処分承認 0 0 0

処分修正 0 0 0

処分取消し 0 0 0

0 0 0

0 0 0

区分

審査請求

判定

審査請求取下げ

翌年度への繰越し


